
（様式C）

令和8年5月20日

質　　　問 回　　　答

1
解除キーの紛失、過失による再作成費用は発注
者の負担で宜しいでしょうか。

発注者による解除キーの紛失、過失にともなう
再作成費用は発注者の負担でよいです。ただ
し、経年劣化等による解除キーの不良について
は受注者の負担で再作成してください。

2

仕様書６（1）警備装置　アの電話回線又は専
用回線とありますが発注者、受注者どちらで準
備でしょうか。受注者側の場合は携帯電話網を
使用した無線方式で宜しいでしょうか。

「電話回線」については、発注者が契約してい
る既設の電話回線を使用することが可能です
が、新たに回線の敷設が必要と受注者が判断す
る場合は受注者で敷設してください。
「専用回線」については受注者で準備してくだ
さい。
携帯電話網を使用した無線方式にする場合は受
注者で準備してください。

3
仕様書３　委託場所　①、②それぞれの延べ床
面積をお知らせください。

①かどま歴史ミュージアム：1032.03㎡
②収蔵庫棟：323.10㎡

4
仕様書９　賠償限度額について１事故、対人、
対物あわせて10億円の限度額を設定して頂くこ
とは可能でしょうか。

限度額の設定はできません。

5

仕様書10　（4）契約終了時の警備機器撤去に
よる原状回復については　通常、パテ埋め、化
粧版による目隠などの軽度補修を行います。同
様の補修対応で良いでしょうか。

パテ埋め、化粧板による目隠などの軽度補修と
同様の補修対応を想定しています。

6

仕様書10　（4）契約終了時の警備機器撤去に
よる原状回復について、「これらに係る費用
は、発注者・受注者双方協議の上、定めるもの
とする」という文言を追記いただくことは可能
でしょうか。

ご質問の文言を仕様書に追記することはできま
せん。

7

入札実施要項-10に契約保証金納付に関する記
載がありますが、当社免除対象となり得ますで
しょうか？また、対象とならない場合は代替と
して履行保証保険の付保でよろしいでしょう
か。

門真市契約に関する規則第21条の各号に該当す
る場合は免除します。履行保証保険契約は同規
則第21条第５号に定められていますので、同規
則をご確認ください。

8

仕様書９　損害賠償について受注者が負担する
賠償額の限度額は、対人賠償及び対物賠償合わ
せて１事故につき10億円を限度とすることは可
能でしょうか。

回答４のとおりです。

9
回線について発注者のインターネット回線を使
用することは可能でしょうか。

機械警備に使用できるインターネット回線はご
ざいません。

10
配線について露出箇所についてはモール対応で
も宜しいでしょうか。

それで結構です。

11

かどま歴史ミュージアムに本体機器設置するか
と思いますが、収蔵庫棟側にも警備機器本体を
設置しなければいけないかと思いますが事務室
の認識でよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

12
前回落札の業者名と落札金額を教えて頂いてよ
ろしいでしょうか。

委託場所①
かどま歴史ミュージアム（R8.４～R8.6)
契約業者：大阪ガスセキュリティサービス株式会社
契約金額：59,400円（税込・随意契約）
委託場所②
収蔵庫棟（R5.7～R8.6)
契約業者：アムス・セキュリティサービス株式会社
（現：東洋テック株式会社）
契約金額：594,000円（税込・一般競争入札）
前回までは①②各施設ごとに契約をしておりました
が、今回は２施設一括での契約になりますので、そ
の点ご留意ください。

13
空間センターの機能と同様のものを設置するこ
とは可能でしょうか。

可能です。

14
現行警備会社名と契約期間及び委託料金の総額
をご教授いただけますでしょうか。

現行警備会社名と委託料金については回答12の
とおりです。契約期間は①が令和８年４月１日
～令和８年６月３０日（警備期間も同じ）、②
が契約締結日～令和８年６月30日（警備期間は
令和５年７月１日～令和８年６月30日）です。

15
提出書類(ウ)　２⑻の条件を満たす実績を確認
することのできる書面（契約書等）の写し は１
つでよろしいでしょうか。

１つでも結構です。

（e-mailアドレス）　kys10@city.kadoma.osaka.jp

電話　　06（6908）8840　　　

質問に対する回答

件　名　 門真市立かどま歴史ミュージアム及び収蔵庫棟機械警備業務委託

回
答

門真市　市民文化部　生涯学習課　歴史資料館


